
新旧対照表

(新 ) (十 日)

長浜北部

細江須田地区計画

長浜市細江町須田

約 4 7ha

本地区は、びわ町総合発展計画の基本目標「いきいききらめき自立と
交流の人間都市」の具体的な施策として、彦賀県住宅供給公社が施工の

みずべの里住宅団地開発事業の地域である。
この中で、以下に掲げる土地利用、建築物整備に関する整備方針のも

とに、周辺地域と調和した良好な住宅地を形成し保全することを目標と

する。

一戸建て専用住宅を中心とした地区の環境の保全を図り、また利便を

図るため公益施設を配置する。

地区内の道路、公園、緑地、排水路については、みずべの里住宅団地

開発事業により整備 されているので、これ らの地区施設の機能の維持、

保全を図る。

独立住宅地区として、良好な居住環境を形成するため、最低敷地面積
の設定、最高建ぺい率・容積率の設定を行 うとともに、用途純化を行い

地区にふさわしい景観を形成し維持するために、壁面の位置の制限、建

築物の高さの制限、垣 。オl冊 の構造の制限を行う。

次の各号に該当する建集物以外の建築物は建築してはならない。
(1)住宅 (但 し、一戸建専用住宅)

(2)兼用住宅で延べ面積の 1/2以上を居住の用に供し、かつ、50∬ 以

下で次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの。

①地域住民の日常生活に必要な物品を販売する店舗、及び事務所。

(別表のこおり)

②医院 (獣 医院を除く)診療所、その他これらに類するもの。

③出力 02キ ロワット以下の原動機を使用する美術品又は、工芸品

を制作するア トリエ又は工房。

④学習塾、華道教室、その他これらに類するもの。

(3)巡査派出所、公衆電話、その他これらに'煩する公益上必要な建築物

で建築基準法施行令第 130条の 4に定めるもの。

(4)町 内会等の地区住民を対象とし社会教育的な活動あるいは、自治活

動の目的に供するための公民館集会所その他これに類するもの。

(5)地 区内住宅に供給するための、液化石油ガス (プ ロパンガス)容器
の貯蔵施設。

(「液化石油ガスの保安の確保及び取引の道正化に関する法律」

(昭和 42年法律第 149号)並びに「液化石油ガス保安規則 (昭和
41年通商産業省令 52号)に道合した施設であること。)

(6)前各号の建築物に付属するもの。
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彦根長浜

細江須田地区計画

びわ町大宇細江字須田

約 4 7ha

本地区は、びわ町総合発展計画の基本目標 「いきいききらめき自立と
交流の人間都市」の具体的な施策として、滋賀県住宅供給公社が施Iの
みずべの里住宅団地開発事業の地域である。

この中で、以下に掲げる土地和J用 、建築物整備に関する整備方針のも
とに、周辺地域と調和した良好な住宅地を形成し保全することを目標と
する。

一戸建て専用住宅を中心とした地区の環境の保全を図り、また利便を
図るため公益施設を配置する。

地区内の道路、公園、緑地、排水路については、みずべの里住宅団地

開発事業により整備 されているので、これ らの地区施設の機能の維持、

保全を図る。

独立住宅地区として、良好な居住環境を形成するため、最低敷地面積
の設定、最高建ぺい率・容積率の設定を行うとともに、用途純化を行い

地区にふさわしい景観を形成 し維持するために、壁面の位置の制限、建

築物の高さの制限、垣・価の構造の制限を行う。
次の各号に該当する建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)住宅 (但 し、一戸建専用住宅)

(2)兼用住宅で延ぺ面積の 1/2以上を居住の用に供し、かつ、50督以
下で次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの。
①地域住民の日常生活に必要な物品を販売する店舗、及び事務所。

(別表のとおり)

②医院 (獣 医院を除く)診療所、その他これらに坂するもの。
③出力 02キ ロワット以下の原動機を使用する美術品又は、工芸品

を制作するア トリエ又は工房。

④学習塾、華道教室、その他これらに類するもの。

(3)巡査派出所、公衆電話、その他これらに類する公益上必要な建築物
で建築基準法施行令第 130条の 4に定めるもの。

(4)町内会等の地区住民を対象とし社会教育的な活動あるいは、自治活
動の目的に供するための公民館集会所その他これに類するもの。

(5)地区内住宅に供給するための、液化石油ガス (プ ロパンガス)容器
の貯蔵施設。
(「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
(昭和 42年法律第 149号)並びに「液化石油ガス保安規則 (昭和

41年通商産業省令 52号)に道合した施設であること。)

(6)前各号の建築物に付属するもの。
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(新 ) (1日 )

200露

60。 O

10000

建築物の外壁又は、これにかわる柱の面から敷地境界までの距離は、
指定道路境界 (別図による)か らは 15m以上、他の道路境界及び隣地
境界からは 10m以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m以下であるも

の 。

(2)物置等の用途に供し、軒高が 23m以 下で、かつ床面積の合計が 5

∬以内であるもの。

(3)壁面を有しないカーポー トで軒高が 23m以 下であるもの。
建築物の高さ (各部分の高さを含む。以下同じ。)については、次の

各号によるものとする。
なお、建築物の高さ、当該敷地地盤面からの高さを言うものとし、数

地地盤面は盛土等して譲り受け時の地盤面を著しく変更してはならな
い 。

(1)建築物の高さは 10m以 下とする。
(2)建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線

までの水平距離に 125を 乗じたもの以下とする。
(3)建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向

の水平距離に 125を 乗じたものに5mを加えたものとする。
ただし、建築物の敷地が北側で公園、遊歩道、およびフットパス

に接する場合においては、当該公園、遊歩道およびフットパスに接
する隣地境界は、当該公園、遊歩道およびフットパスの幅の 2分の

1だけ外側にあるものとみなす。

建築物等の形態または意匠の制限については、次の通りとする。

(1)建築物の屋根は、原則として勾配屋根とし屋根勾配は3/10以上で

あること。

(2)建築物等は、周辺の調和を十分配慮したデザイン色彩のものでなけ

ればならない。

敷地の境界に面して垣または柵を設置する場合は次の通りとする。
(1)生け垣またはフェンス (パイブ、ネット等で見通しを妨げないも

の)と し、土塀、板塀、ブロック塀等は設置してはならない。

ただし、門柱、門扉に類するものおよび敷地地盤面から40cm以 下
の上記フェンス基礎 (コ ンクリー トブロック等)はこの限りでな
い 。

(2)垣または柵の数地地盤面からの高さは 15mを 超えてはならない。
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200∬

60%

100%

建築物の外壁又は、これにかわる柱の面から敷地境界までの距離は、
指定道路境界 (別 図による)か らは 15m以上、他の道路境界及び隣地
境界からは 10m以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m以下であるも

の 。

(2)物置等の用途に供し、軒高が23m以下で、かつ床面積の合計が 5

だ以内であるもの。

(3)壁面を有しないカーポー トで軒高が 23m以 下であるもの。
建築物の高さ (各部分の高さを含む。以下同じ。)については、次の

各号によるものとする。
なお、建築物の高さ、当該敷地地盤面からの高さを言うものとし、敷

地地盤面は盛土等して譲り受け時の地盤面を著しく変更してはならな
い 。

(1)建築物の高さは 10m以 下とする。
(2)建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線

までの水平距離に 125を 乗じたもの以下とする。
(3)建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向

の水平距離に 125を 乗じたものに5mを加えたものとする。
ただし、建築物の敷地が北側で公園、遊歩道、およびフントパス

に接する場合においては、当該公園、遊歩道およびフットパスに接
する隣地境界は、当該公園、遊歩道およびフットパスの幅の 2分の

1だけ外側にあるものとみなす。

建築物等の形態または意匠の制限については、次の通りとする。
(1)建築物の屋根は、原則として勾配屋根とし屋根勾配は3/10以上で

あること。

(2)建築物等は、周辺の調和を十分配慮したデザイン色彩のものでなけ
ればならない。

敷地の境界に面して垣または柵を設置する場合は次の通りとする。
(1)生け垣またはフェンス (パイプ、ネット等で見通しを妨げないも

の)と し、上塀、板塀、ブロック塀等は設置してはならない。
ただし、門柱、門扉に類するものおよび敷地地経面から40cm以 下

の上記フェンス基礎 (コ ンクリー トブロック等)は この限りでな
い 。

(2)垣または柵の敷地地盤面からの高さは 15mを 超えてはならない。
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「区域は、計画図のとおりJ(※ 区域の変更なし)
「区域は、計画図のとおり」


